
農業者が自ら行う簡易整備による水田の大区画化等を支援

◆事業名／大区画化等加速化支援事業（国庫補助事業）

◆実施者／地域計画の目標地図に位置付けられた者で、認定農業者などの農業者

◆事業要件／・農振農用地区域のうち、地域計画策定済み区域内の水田が対象

・２枚以上の水田を１枚に区画拡大する（区画拡大以外の整備を単独で行うことは不可）

・農地を借り受けている場合は、必ず中間管理権等の権利設定が行われていること

・集約化の加算を受ける場合は、農業者が担い手（認定農業者等）であること

【お問合せ】静岡県大区画化等推進協議会
＜事務局＞静岡県土地改良事業団体連合会 会員支援課（電話:054-255-5151、FAX:054-221-3581、Ｅメール: kaiin@sizdoren.jp ）

＜整備前＞

区画拡大ほ場

＜整備後＞

（担い手Ａに集約）

整備イメージ

大区画化

のイメージ

農業競争力強化農地整備事業 比木地区（御前崎市）

★整備後は約0.8ha/区画に拡大
★最大６割程度労働時間が削減
★集積・集約化で経営規模拡大

国 静岡県大区画化等推進協議会
農業者等

＜実施主体＞

定額

採択・交付

申請

担い手Ａ 担い手Ｂ

農業者自ら畦畔除去 区画の拡大（２枚以上の区画）

事業スケジュール（予定）

（２～３月）

要望量調査

【協議会⇔農業者】

整備の実施

（６月～翌年２月）

【農業者】

（７月～翌年３月）

･現場確認
･助成の交付

【協議会⇔農業者】

（３～５月）

･現地確認
･採択申請

【協議会⇔農業者】

（４～５月）

採択通知

【協議会→農業者】

（４～５月）

【農業者→協議会】

（５～６月）

交付決定
地区交付決定

【国→協議会→農業者】

（４～５月）

･実施計画
･交付申請

【協議会→国】

地区交付申請

事業の流れ

＊注意事項
・区画拡大などの整備は、農業者が自ら行います（農業者から建設業者へ依頼することも可）
・整備の説明や筆界の確認など、農地所有者との調整や了解は、農業者自ら行います
・申請書類や整備に関わる書類（整備前･中･完成の写真、使用材料、契約書等）の作成は、農業者自ら行います



助成単価とは
①通常･･･②、③以外の場合、②集約化･･･③以外で、担い手に農地が１ha以上集約化される場合、③大区画化･･･１つの農地が１ha以上になる場合

※助成単価は、令和７年度単価です
今後更新となる場合があります

※施工の全部を農業者が施行する場合は、
単価が異なります

【参考】

【注意事項】区画拡大（赤枠）は必ず行う必要があります。区画拡大以外の整備を単独で行うことはできません。
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